
平成 23 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長）

（経済産業省）

制 度 名 中小企業等基盤強化税制（中小卸売、小売及びサービス業）

税 目

所得税（租税特別措置法第 10 条の４、同法施行令第５条の６、同法施
行規則第５条の９）
法人税（租税特別措置法第 42 条の７、68 条の 12、同法施行令第 27 条
の７、第 39 条の 42、第 39 条の 45 の２、同法施行規則第 20 条の３、
第 22 条の 25）

要

望

の

内

容

対象業種・対象設備の整理を行った上で、適用期限を２年間延長する。

（１）対象業種：卸売、小売及びサービス業者

（２）対象事業者：青色申告書を提出する中小企業者等

（３）対象設備の要件：
①機械・装置 取得価額１台 280 万円以上
②器具・備品 取得価額１台 120 万円以上

（４）特別償却：取得価額の３０％
又は
税額控除：取得価額の７％

平年度の減収見込額
（制度自体の減収額）

－ 百万円
（▲31,900 百万円）

新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由

⑴ 政策目的

我が国の中小企業の付加価値額の約４６％を占める中小卸売、小売及びサー
ビス業（財務省「法人企業統計」より）の経営基盤の安定・強化を通じて、消
費の拡大による内需の振興、産業の活力の維持を図るとともに、流通等の高度
化・高付加価値化を図る。

⑵ 施策の必要性

中小卸売、小売及びサービス業者を取り巻く環境は、多様かつ変化の激しい
消費者ニーズへの対応、厳しい価格競争、モータリゼーションの進展を背景と
した郊外大型店との競争等厳しい状況となっている。実際に、製造業と比較し
てみても、中小卸売・小売及びサービス業のＤＩ値（良いと回答した者から悪
いと回答した者を差し引いた値。中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」
より）は製造業のそれを数年来下回った状態であった（一時的に製造業のＤＩ
値が下回っている時期があるが、ＤＩ値そのものが急激に悪化していた。最新
では再び製造業のＤＩ値を下回っている）。

このような状況下、内需型の産業として我が国にとって重要な存在である中小卸売、
小売及びサービス業者がそのノウハウを生かし、競争力の向上や新たなニーズに柔
軟に対応していくこと、或いは関連新規分野に進出していくためには、設備投資を円
滑に行い経営基盤の安定・強化を図っていくことが必要である。



今

回

の

要

望

に

関

連

す

る

事

項

合

理

性

政 策 体 系

に お け る

政策目的の

位 置 付 け

４．中小企業・地域経済産業政策
21 経営革新・創業促進

政 策 の

達成目標

中小卸売、小売及びサービス業者の競争力を向上させ、新たなニ
ーズに柔軟に対応し、関連新規分野に進出していくために、設備投
資を円滑に行うことを通じて収益の増大を図り、事業基盤の安定・強
化を促進する。

具体的には資本装備率（従業者１人当たりの有形固定資産
額）を用い、中小卸売、小売及びサービス業者の資本装備率を
大企業並みの７００万円以上への引上げを図る。

租税特別措

置の適用又

は延長期間

2年間

同上の期間

中 の 達 成

目 標

大企業に比して経営基盤の脆弱な中小卸売、小売及びサービス
業者の設備投資を下支えし、経営基盤の安定・強化を図っていく。
具体的には、年間平均伸び率 6.5%（資本装備率の伸びが上昇基
調にあった昭和 57 年度から平成 7 年度までの年間平均伸び率）
以上の資本装備率の上昇の実現を図ることとする。

政策目標の

達 成 状 況

中小卸売・小売及びサービス業者の資本装備率の推移
平成 16 年度 370 万円
平成 17 年度 350 万円
平成 18 年度 310 万円
平成 19 年度 280 万円
平成 20 年度 300 万円
（出所）法人企業統計より中小企業庁試算

有

効

性

要 望 の

措 置 の

適用見込み

適用事業者数）
平成 22 年度 5,984 件
平成 23 年度 6,283 件
平成 24 年度 6,597 件
H21 年度中小企業税制に関するアンケート調査から推計

（適用法人の範囲）
平成 22 年度 172,959 件
平成 23 年度 176,332 件
平成 24 年度 179,770 件
H21 年中小企業実態基本調査及び会社標本調査より推計

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性)

本税制措置による設備投資の押し上げ（下支え）効果の具体的な

数値としては、本税制措置による減収額に対して、3.61 倍の設備投

資押し上げ効果が得られているとの試算がある（注１）。これをもと

に、マクロ的な経済効果を試算した場合、設備投資増加額は、35.7

億円となり（注２）、これによる GDP 押し上げ効果は 41.4 億円、各産

業への生産誘発効果は 75.6 億円、雇用誘発効果は 552 人と試算さ

れる(注３)。

（※上記の試算は、平成 22 年度に三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（株）が実

施したもの）

（注１）設備投資関数分析に広く採用されている資本コストモデルを用いて租税特



別措置がなかった場合の設備投資額を推計し、実際の設備投資額との比較

を行って試算したもの。

（注２）平成２１年度における中小企業等基盤強化税制の減収額をベースに試算し

ている。

（注３）GDP 押し上げ効果の算出にあたっては、代表的なマクロ計量モデルにおけ
る公共投資乗数効果を用いた（複数のモデルの平均値を採用）。生産誘発額につ
いては、GDP 押し上げ効果（金額）を産業別の中小企業投資額に応じて産業別の
最終需要増加額を推計し、これに産業連関表のレオンチェフ逆行列係数乗じて雇
用誘発効果を算出した。また、この生産誘発額に産業連関表の雇用係数を乗じて
雇用誘発効果を算出した。

相

当

性

当該要望項

目以外の税

制上の支援

措 置

中小企業投資促進税制
中小企業者等が一定の金額以上の機械・装置又は器具・備品を
購入する場合、特別償却（30％）又は税額控除（7％）の適用を
受けることができる。

予算上の

措置等の

要求内容

及び金額

(株)日本政策金融公庫の貸付
２２年度貸付見込額
中小事業者 505 億円
小規模零細事業者 1,010 億円

上記の予算

上の措置等

と要望項目

と の 関 係

政策金融による支援は、自己資金だけでは設備投資資金や運転
資金の確保が難しい事業者に対して、低利融資による設備導入
や事業化の円滑な実施といった事業活動そのものに対する支援
を目的としており、本税制措置とはその役割を異にするもので
ある。

要望の措置

の 妥 当 性

補助金等の認定が必要な措置と比べ、中小卸売、小売及びサ
ービス業者であれば、要件を満たす設備投資に対して広く使え
るものである。
また、本税制は高度な設備を導入するためのインセンティブ

の付与になり、設備投資意欲を最大限引き出せる措置として適
正である。
大企業に比べ中小卸売、小売及びサービス業者の資金繰り

は、平成４年から苦しい状態が長く続いている。そのため、税
制措置により投資意欲を刺激し、経営の安定・強化を促すこと
が引き続き必要である。

加えて、特定サービス業の業種の整理及び器具・備品の対象
設備のスペックの整理を行う。

こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果

に
関
連
す
る
事
項

租税特別

措 置 の

適用実績

（適用実績） （減収額）
平成 17 年度 4,355 件 平成 17 年度 6.4 億円
平成 18 年度 4,111 件 平成 18 年度 6.2 億円
平成 19 年度 5,123 件 平成 19 年度 5.7 億円
平成 20 年度 5,224 件 平成 20 年度 8.1 億円
平成 21 年度 5,699 件 平成 21 年度 8.9 億円

(適用額)
平成 17 年度 391 億円
平成 18 年度 384 億円
平成 19 年度 348 億円
平成 20 年度 401 億円
平成 21 年度 442 億円

※適用実績は H21 年度中小企業税制に関するアンケート調査か
ら推計

※適用額及び減収額は中小企業庁試算
本税制は、価格要件が高く設定されており、経営基盤の強化

に資するものを想定している。そのため、中長期的な観点で設



備の導入を決定するものであり、また、対象業種で導入される

機械・設備、器具・備品の耐用年数は５年超のものが多く、毎

年、設備投資が行われるものではない。また卸、小売、サービ

ス業は、製造業のように設備投資が生産高に直接影響を与える

ものでもないため、設備投資の効果は間接的に現れる。このた

め、製造業に比べて設備投資のインセンティブが働きにくい。
以上のように、設備投資は必要であるものの、製造業ほど積極
的に行われるという状況ではない。これらの点を踏まえると、
5,699 件という数字は過少とは言えない。

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果

(手段として

の有効性)

平成 22 年度に中小企業庁において実施したアンケート調査によ
ると、よりグレードの高い設備を導入できた（27%）、設備投資資金が
確保できた（23％）等の回答が得られ、本税制が設備投資のインセン
ティブとなっている。また、対象設備を導入したことによる効果として、
製品・サービスの品質向上が 30％、製品納入までの時間短縮、コス
トの削減がそれぞれ 17％の回答となっており、経営の効率化が図ら
れ経営基盤の強化が行われている。

前回要望時

の達成目標

大企業に比して経営基盤が脆弱で、競争も激しい中小卸売・
小売及びサービス業等の設備投資を下支えし、経営基盤の安
定・強化、事業の高付加価値化を図っていく。達成度について
は、設備投資額伸び率、資本装備率等の各種指標を用い総合的
に判断を行う。

前回要望時

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由

長引く景気低迷等による事業者の経営環境の悪化により、中
小卸売、小売及びサービス業の資本装備率は 300 万円と目標に
届いていない。そのため、本税制によって、経営基盤の安定・
強化を図る設備投資を促す措置の継続が必要である。

これまでの

要 望 経 緯

昭和６２年度制度創設
平成元年度改正 適用期間の２年延長、対象設備の変更（携

帯式ターミナル設備追加）
平成２年度改正 対象者の拡充（飲食店業を追加）
平成３年度改正 適用期間の２年延長、対象者の拡充（中小

労確法関係※平成１５年除外）
平成４年度改正 対象者の拡充（中小集積活性化法関係※平

成９年産業集積活性化法に改正）
平成５年度改正 適用期間の２年延長
平成６年度改正 対象者の拡充（中小新分野進出法関係）
平成７年度改正 適用期間の２年延長
平成９年度改正 適用期限の２年延長、対象者の除外（サー

ビス業のうち特定旅館業を除く大規模法
人）、対象設備の取得価額の引き上げ（機
械装置２４０万円→２８０万円、器具備品
１００万円→１２０万円）、対象者の拡充
（産業集積活性化法関係※平成１２年度除
外）、設備要件の変更（電子計算機４メガ
バイト→３２メガバイト）

平成１１年度改正 適用期間の２年延長、リースの取得価額の
引き上げ（機械装置３２０万円→３７０万
円、器具備品１４０万円→１６０万円）

平成１３年度改正 適用期間の２年延長、対象者の除外（卸売
業、小売業を営む大規模法人）

平成１５年度改正 適用期間の２年延長、対象者の除外（飲食
店業を営む大規模法人）

平成１６年度改正 設備要件の変更（飲食店業の対象設備から



機械装置が除外、器具備品も一定のものに
限定）

平成１７年度改正 適用期間の２年延長
平成１９年度改正 適用期限の２年延長、飲食店業について適

用対象の変更（生活衛生適正振興法関
係）、リース税額控除の除外（リース会計
基準の変更関係）、適用除外（特定旅館業
を営む大規模法人の特別税額控除）

平成２１年度改正 適用期間の２年延長
平成２２年度改正 設備要件の変更（特定旅館業を営む大規模
法人の対象設備から国際放送受信設備を除外）


